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令和４年度決算がまとまりました



健康保険収入
297,482円

調整保険料収入 4,460円
雑収入 11,128円

法定給付費
151,983円

　保
険
料
率
は
前
年
と
同
率
の
１
０
０
０
分
の
20

で
、
介
護
保
険
収
入
は
１
４
４
５
万
１
千
円
、
一

方
、
支
出
は
、
介
護
納
付
金
が
前
年
度
か
ら
１
０

４
万
１
千
円
増
の
１
１
１
９
万
１
千
円
と
な
り
ま

し
た
。
介
護
勘
定
の
収
入
支
出
差
引
額
は
３
２
６

万
１
千
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

納付金
 79,023円
　前期高齢者納付金
 4円
　後期高齢者支援金
 79,018円

●被保険者数 2,298人 ●平均年齢 29.26歳

●平均標準報酬月額 266,816円 ●保険料率 88／1000

収
入

支
出

健康保険収入

法定給付費

納 

付 

金

保 

険 

給 

付 

費

保
健
事
業
費

決算額（千円）科　目 決算額（千円）科　目

683,337

276

10,248

25,572

719,433

保 険 料

国庫負担金

調 整 保 険 料 収 入

雑 収 入

合　計

事 務 費

本 人

家 族

高 齢 者

高額療養費

前 期 高 齢 者 納 付 金

後 期 高 齢 者 支 援 金

病 床 転 換 支 援 金

特定健康診査事業費

特定保健指導事業費

保 健 指 導 宣 伝 費

疾 病 予 防 費

営 繕 費

財 政 調 整 事 業 拠 出 金

連 合 会 費

合　計

21,124

242,693

90,772

583

15,210

9

181,584

1

2,872

57

5,537

11,365

311

10,249

772

583,139

　
令
和
４
年
度
決
算
案
な
ど
を
審
議
す
る
Ｃ
Ｎ
Ｃ
グ
ル
ー
プ
健
康
保
険
組
合
の
組
合
会

が
７
月
24
日（
月
）に
開
催
さ
れ
、
収
入
支
出
決
算
案
な
ど
の
議
案
が
全
会
一
致
で
承
認

さ
れ
ま
し
た
。

　
一
般
勘
定
の
収
入
総
額
は
７
億
１
９
４
３
万
３
千
円
、
支
出
総
額
は
５
億
８
３
１
３

万
９
千
円
、
収
入
支
出
差
引
額
で
１
億
３
６
２
９
万
４
千
円
の
残
金
を
計
上
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
単
年
度
の
財
政
状
況
を
示
す
経
常
収
支
で
も
、
経
常
収
入
合

計
は
７
億
９
１
８
万
５
千
円
、
経
常
支
出
合
計
は
５
億
７
２
５
７
万
９
千
円
、
経
常
収

支
差
引
額
は
１
億
３
６
６
０
万
６
千
円
の
黒
字
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
、
健
保
財
政
に
と
っ
て
保
険
給
付
費
と
と
も
に
二
大
支
出
と
な
っ
て
い
る
納

付
金
の
う
ち
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
は
毎
年
着
実
に
増
加
し
て
い
る
も
の
の
、
前
期
高

齢
者
納
付
金
が
過
去
分
の
概
算
納
付
額
と
確
定
納
付
額
の
精
算
に
よ
り
減
額
・
返
還
と

な
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
ほ
ぼ
０
に
な
っ
た
こ
と
が
大
き
く
寄
与
し
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
こ
れ
は
コ
ロ
ナ
禍
な
ど
に
よ
る
一
時
的
か
つ
特
例
的
な
も
の
で
あ
り
、
令

和
７
年
に
か
け
て
団
塊
の
世
代
が
後
期
高
齢
者
に
な
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
今
後
納
付
金

が
増
加
す
る
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
保
険
給
付
費
も
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
健
保

財
政
を
取
り
巻
く
環
境
は
厳
し
さ
を
増
す
こ
と
が
必
至
の
状
況
で
す
。

前
期
高
齢
者
納
付
金
が
一
時
的
に
激
減
し
良
好
な
財
政
状
況

し
か
し
今
後
は
、
保
険
給
付
費
、
納
付
金
の
増
加
に
よ
り
厳
し
く

令和４年度収入支出決算の概要

被保険者1人当たり収支

一 般 勘 定

●第2号被保険者数

　本人 170人　家族 50人

●平均標準報酬月額 320,058円

●介護保険料率 20／1000

85,006

6

85,012

介 護 保 険 収 入

雑 収 入

合　計

決算額（千円） １人当たり額（円）科　目

65,829

65,829

14,451

1

14,452

11,191

11,191

介 護 納 付 金

合　計

収
入

支
出

保健事業費 8,630円
営繕費 135円
財政調整事業拠出金 4,460円
　　　　連合会費 336円
　　　　事務費 9,192円

■
収 

入

■
支 

出

　保
険
料
率
は
前
年
と
同
率
の
１
０
０
０

分
の
88
で
、
保
険
料
収
入
は
前
年
度
か
ら

１
５
４
９
万
３
千
円
増
の
６
億
８
３
３
３

万
７
千
円
、
調
整
保
険
料
収
入
１
０
２
４

万
８
千
円
、
そ
の
他
の
収
入
を
含
め
た
収

入
総
額
は
７
億
１
９
４
３
万
３
千
円
と
、

前
年
度
か
ら
１
億
１
３
８
１
万
４
千
円

の
減
少
と
な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
お

も
に
納
付
金
の
減
少
に
よ
り
準
備
金
か

ら
の
繰
入
金
の
必
要
が
な
か
っ
た
こ
と

に
よ
り
ま
す
。

　事
務
費
２
１
１
２
万
４
千
円
、
保
険
給

付
費
（
法
定
給
付
費
）
全
体
で
３
億
４
９

２
５
万
８
千
円
、
高
齢
者
医
療
制
度
に
か

か
わ
る
納
付
金
等
が
１
億
８
１
５
９
万
４

千
円
、
保
健
事
業
費
は
特
定
健
康
診
査
事

業
費
（
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
）
２

９
２
万
９
千
円
、
保
健
指
導
宣
伝
費
５

５
３
万
７
千
円
、
疾
病
予
防
費
１
１
３

６
万
５
千
円
を
計
上
、
保
健
事
業
費
全

体
で
１
９
８
３
万
１
千
円
、
そ
の
他
の

支
出
を
含
め
た
支
出
総
額
は
５
億
８
３

１
３
万
９
千
円
と
、
前
年
度
か
ら
４
８

６
０
万
６
千
円
の
減
少
と
な
り
ま
し
た
。

令
和
４
年
度
決
算
が
ま
と
ま
り
ま
し
た

収入合計

313,069円

収入

支出合計

253,759円

支出
決算基礎

令和４年度収入支出決算の概要

介 護 勘 定

決算基礎

令
和
４
年
度

一 

般 

勘 

定

介 
護 
勘 

定
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健
康
状
態
が
悪
化
し
た
と
き
、
必
ず
し
も
自
覚
症
状
が
あ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

自
覚
症
状
の
な
い
早
期
の
段
階
で
病
気
を
見
つ
け
る
に
は
、
健
診
が
有
効
で
す
。

健
康
診
断
が
体
の
変
化
を
い
ち
早
く
お
知
ら
せ

通院中の人も特定健診を受けましょう！

厚生労働省「令和２（2020）年受療行動調査（確定数）の概況」より作成

44.2%

24.4%

10.7%

7.5%

18.0%

（%）0 10 20 30 40 50

健康診断（人間ドックを含む）
で指摘された

他の医療機関などで
受診をすすめられた

病気ではないかと不安に思った

家族・友人・知人に
受診をすすめられた

その他

不詳 1.7%

自覚症状がなかった患者が受診した理由（複数回答）

多くの人が健診をきっかけに医療機関を受診

毎年欠かさず受けることでさらに役に立つ

　「通院しているから、健診は受けなくて大丈夫」と思っていませんか？
すでに治療中の病気以外にも、自覚症状なく進行している生活習慣病が
隠れているかもしれません。それを見つけるには、国が定めた検査項目
が含まれている特定健診を受ける必要があります。
　通院していても年に一度は必ず特定健診を受け、全身の健康状態を
チェックしましょう。健診結果が届いたら、通院中の人は主治医に結果を
見せるなどして今後の治療にお役立てください。

　医療機関の受診に関する調査におい

て、自覚症状がない人の受診理由として

もっとも多いのは「健康診断（人間ドック

を含む）で指摘された」（44.2%）でした。

自覚症状のない多くの人は、健診や人間

ドックをきっかけに医療機関を受診して

いました。日ごろ自分では気づかない健

康状態の変化も、数値などで明確に知ら

せてくれるのが健診です。

　健診は、そのときの健康状態だけでなく、過去から現

在までの 〝経年変化〞を知ることに役立ちます。毎年欠

かさず受ければ、「年々血圧が高くなっている」「数年前

より体重が増加している」などといった数値の変化や傾

向を把握できます。その後の生活でとくにリスクの高い

病気の対策に力を入れるなど、より効率的な疾病予防が

できます。
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サポートがあるからラクに取り組める

目標を誰かと共有すると実行が後押しされる

● 行動目標の例 ●

できるだけ階段を
使う

食事は野菜から
食べる

十分な睡眠時間を
確保する

　特定保健指導の初回面談では、保健師や管理栄養士と相談しながら具体的な行動目標を決めます。

１人でイチから考える必要はなく、健康や栄養のプロがあなたのライフスタイルをふまえたうえで、

無理なくできることを提案します。激しい運動や厳しい食事制限を強いられることはありません。

　具体的な行動目標が決まったら、あとはできることから実行していくだけでOKです。１人でチャ

レンジするよりもラクに生活改善に取り組めます。

　健康のために食事や運動に気をつけるべきとわかっ

ていても、長年の生活習慣を変えるのは難しいもので

す。最初はやる気に満ちている人でも、次第に「今日

はいいか」とやらなくなってしまうこともよくあります。

ですが、保健師や管理栄養士など、誰かと目標を共有

することで責任感ややる気が生まれ、日々の生活で実

行に移す後押しをしてくれます。また継続的に実行で

きれば、成果につながりやすくなります。
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　外傷性が明らかで、慢性
的な状態に至っていない以
下の負傷の場合は、健康
保険が使えます。

健康保険が

使える場合使える場合

健康保険が

使えない場合の例使えない場合の例

骨折※ 脱臼※
打撲 捻挫 肉離れ

※ 応急手当の場合を除き、あらかじめ
医師の同意が必要です。

※ 仕事中・通勤途中の負傷は、そもそも
労災保険の対象となります。

●日常生活からくる肩こり、
筋肉疲労

●症状の改善が見られない
長期の施術

●保険医療機関で治療中の負傷

●脳疾患後遺症などの慢性病

接骨院でも健康保険を使うことができますが、医療機関でないためルールが異なります。
誤って使ってしまった場合、費用を請求されることがありますのでルールを覚えておきましょう。

確認してから確認してから
申請書に署名申請書に署名

接骨院で健康保険を使うルールを覚えよう

外傷性が外傷性が
明らかな負傷明らかな負傷

　本来、「療養費支給申請書」は被保険者が健保組合
に提出し払い戻しを受けるためのものですが、受領委任
の協定がある柔道整復師は、被保険者の代わりに健保
組合へ提出し支払いを受けることができます。このため、
接骨院の窓口では医療機関と同様に患者負担だけで済
んでいるようにみえます。

　健保組合は申請書の内容に基づき、柔道整復師へ支
払います。この財源はみなさんから納めていただいた大
切な保険料であるため、誤りがないか施術内容などにつ
いて照会をさせていただくことがあります。施術日から約
3カ月後が目安となりますので、保管した明細書やメモな
どでスムーズに確認できるようご協力をお願いいたします。

家で階段を踏み外して
足をひねってしまい…

捻挫ですね。
健康保険が使えますよ

健康保険を使えない
場合があるんですか？

使えるのは、
外傷性が明らかな負傷だけですね。
慢性的な状態には使えません

柔道整復師から
健保組合に
請求するための書類です。
記載内容に問題なければ
署名をお願いします

ずいぶん
細かく書いて
あるんですね

これは明細書です。
健保組合からの
照会が
あるかもしれませんので、
しばらく保管してください

初めて入ったけど、病院と
違うかかり方なんだな～

健保組合から施術内容などについて照会をすることがあります
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7.0

6.0
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（pH）

エナメル質の臨界pH

0 30 （分）

一般的な変化 飲食直後に歯みがきをした場合

粘着性の高い食べ物をとった場合、もしくは機能の
低下した高齢者の場合

監修　魚田　真弘（エンパシーデンタルクリニック 院長）

歯みがきはいつ、
　　　　   何回するのがいいですか？

歯科医師に質問！健
●

口
●

ポイント !

ぐっすり睡眠ぐっすり睡眠を邪魔するこんな習慣!注意！

　ストレスがたまると自律神経のバランスが崩れやすく
なります。通常、昼間は交感神経が優位な活動モード
になっていますが、夜は副交感神経が優位な休息モー
ドになり、眠気が生じます。ストレスなどによって自律
神経が乱れると、就寝時間になっても休息モードにな
らず、睡眠に影響が出てしまいます。

こんな習慣ありませんか ?

仕事のことや悩んでいること
を考えてしまい、就寝時間に
なっても頭が冴えてしまう。

残業などで帰宅が遅くなって
も、ストレス解消のためにゲー
ムをしたり、興奮する映画な
どを見たりしてしまう。

翌日に備え、眠くなくても床
につき、がんばって眠ろうと
する。

　眠れないときは、がんばって眠ろうとせず、リラックスする
ことが大切です。休息モードにするために緊張や興奮を避け、
軽い読書や穏やかな音楽、気持ちが落ち着く香り、軽い体操
やストレッチ、呼吸法など、自分に合ったリラックス方法で、
入眠しやすくなるよう工夫してみましょう。

例

飲食の直後に歯みがきをすると、
脱灰を少なく抑えられます。

粘着性の高い食べ物（クッキー、ポテト
チップス、キャラメルなど）を食べると唾
液で中和されるのに時間がかかります。

ス
●

ト
●

レ
●

ス
●

をためがち（上手なストレス解消ができない）

〈478呼吸法〉 1、2、3、4

1、2、3、4、5

1  楽な姿勢で座る。
2  ４つ数えながら鼻から息を静かに吸う。
3  息を止めて７つ数える。
4  ８つ数えながら、口からゆっくり息を
吐ききる。

1～ 4を３～４回繰り返す。

〈漸進的筋弛緩法（上腕内側）〉
1  イスに浅く座り、ひじを曲げて握り
こぶしを肩まで上げ、５秒間二の腕
に力を入れる。

2  スッと力を抜き、腕をおろす（20秒間）。
※ 上腕のほか肩、腹、脚など全身の筋肉で緊張
と弛緩を行うリラックス法です。

Q

　飲食のたびに、すぐに歯みがきをするのが理想です。
A

　ふだん口の中のpH（ペーハー）は中性（７程度）に保たれてい
ますが、飲食をすると、一時的に中性から酸性に傾きます。pHが
5.5ぐらいになるとむし歯菌が出す酸で歯の表面のエナメル質が溶
けだす「脱灰」が始まります。飲食後は唾液で中和されていき、
一般的には30分くらいするとまた脱灰しにくい値まで戻ります。

　飲食後すぐに歯みがきを行えば、口の中の糖質がなくなり、
細菌は酸を出すことができません。そのため、歯の表面では下
のグラフのように再石灰化※がすぐに始まり、理想的な状態に
なります。

細菌が出す酸で溶かされた歯の表
面の無機成分（ハイドロキシアパタ
イト）が、唾液などの働きで再び
歯の表面に形成され元の健康な状
態に戻ることです。
口の中では歯を溶かす「脱灰」と、
修復を行う「再石灰化」が繰り返
されています。

※「再石灰化」とは?
飲食後のプラーク内のpHの変化

●就寝前にリラックス

HEALTH  INFORMAT ION
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